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国民年金だより
年金のことでご不明な点はお問い合わせください。
役場町民生活課（☎４２－２６３３）または各支所へ国民年金だより

　老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（受給資格期間）が、平成２９年８月１日より「２５年」

から「１０年」に短縮されました。このことにより、対象となった方には日本年金機構から封筒（Ａ

４サイズ）で請求書をお届けしています。

　まだ、請求手続きをされていない方は、役場町民生活課または各支所でも手続きができますので

ご相談ください。

年金請求の手続き漏れはありませんか？

■国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。

　その年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が該当します。

■この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられてい

ますので、平成３０年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方に「社

会保険料（国民年金保険料）控除証明書」（はがき）が１１月上旬までに日本年金機構から送付

されます。

　年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（または領収書）を添付してください。

　なお、１０月１日から１２月３１日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方には、

来年の２月上旬に送付されます。

■ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付されたご本人の社会保険料控除の申告に加え

ることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告してください。

　※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、ねんきん加入者ダイヤル

　　（☎０５７０－００３－００４）へお問い合わせください。

社会保険料（国民年金保険料）の控除証明書が発行されます

次回の年金相談 １２月２０日（木）　１０：３０～１５：００

　事前予約制となっていますので、ご自分の年金記録や年金請求について相談を希望される方は、

１２月１３日（木）までに役場町民生活課へお申し込みください。


